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なぜ、まち協が必要なのか
・ 少子高齢化、人口減少の進行

・ 町内会、市民委員会の役員の高齢化、担い手の不足

・ 地域のつながり、人間関係の希薄化

・ 住民ニーズ、地域課題の多様化

市内一律の行政サービスの提供では対応が困難市

一つの組織だけでは対応が困難な事案が増加地域

様々な地域課題に対し、地域が自ら考え、
活動できる仕組みが必要！

２資料５



市民が生き生きと活躍し
安心して暮らせるまちの実現

旭川市の目指すまちづくり

旭川市まちづくり基本条例
＜市民主体・地域主体のまちづくり＞

旭川市地域自治推進ビジョン
＜基本条例の考えをさらに推進＞

第８次旭川市総合計画（H28～H39）
＜最上位の計画でまちづくりを推進＞

・組織体制の強化
・行政支援の充実
・活動拠点の整備

市民等が支え合いながら
安心して暮らせるまちづ
くり

「重点テーマ」
地域 いきいき 
温もりづくり
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これまで地域では･･･

市民委員会
（町内会）

地区社協
商工会

民生委員
児童委員

学校
PTA

その他活動
団体

消防団

包括支援
センター

個人の活動
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様々な団体・個人の活動により、住み良い地域づくり、
安全・安心な暮らしが支えられてきました。



まちづくり推進協議会

団体個別の取組から、地域の連携へ

話し合う場
集まる場 つながる場

５



まちづくり推進協議会（まち協）は

❶地域を代表
地域の住民や団体が集まり、

  話し合う。

今の個々の活動を活かして
より強い横のつながりをつくること！

❷情報を共有
お互いの活動状況、情報、課題

  を出し合い、一緒に考える。

❸地域で協働
団体同士で協力する。

  活動を広げる。
  新たな取組を始める。

地域づくりための
ネットワーク
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「まち協」は、

★「市の懇談会」であり、意見交換を行う場。

「誰でも、興味があれば、実行委員会に
参加できます！」
みなさんのアイディアを地域のチカラに！
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「実行委員会」は、

★「まち協」の中にあって、
地域課題に向けた取組を実践する組織。



★包括型まちづくり事業補助金

対象：永山まち協が「地域活動計画」に基づき実施する事業

金額：予算の範囲内（永山まち協は38万４千円）で、
実行委員会の事業別に設定

その他
行政提案事業負担金
対象：行政課題の解決に向け、市が設定するテーマに基づいて行う事業

事業の開始を市の担当部局がサポート
（子どもの居場所づくり、逃げ遅れゼロの地域づくりプロジェクト）

８
永山まち協は「地域まちづくり事業補助金」

を活用し、地域の課題解決に取り組みます！

要件：●実行委員のうち、１名はまち協委員であること
●事業内容が、地域まちづくり推進プログラムに課題
として掲載されていること



永山まち協の良いところ①（地域のオタスケマン事業）

小学３年生の授業で、
町内会やボランティア
の大切さを伝えたら、

生徒たちが「自分たちにも
できるボランティアがないか？」
を話し合い、
自主的に、地域の方たちと清掃

活動を実施！

９



高齢者施設、大学、包括、
農業者、町内会(自治会)、
民生委員の皆さんが協力し、
一人くらしの高齢者等を対象に
できたての野菜スープと
おにぎりを届けたら、

学生の訪問を心待ちにして
いた皆さんからは、笑顔があ
ふれ
学生も、高齢者とふれあう

良い機会に

永山まち協の良いところ②
（スープの冷めない”きずな”づくり事業）

笑顔！
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認知症当事者や障がい者が
それぞれの役割をもって、
パンや木工作品等を販売する

バザーを開催！

認知症当事者・障がい者は、
販売等を通じて来場者と交流し
生きがいに！
「認知症になったら何も出来な
い」というイメージを払拭！

永山まち協の良いところ③
（永山南きづな・ほのぼのバザー事業）

交流！

11


	既定のセクション
	スライド 1: 地域まちづくり推進協議会 （まち協）とは
	スライド 2: なぜ、まち協が必要なのか
	スライド 3: 旭川市の目指すまちづくり
	スライド 4: これまで地域では･･･

	名前なしのセクション
	スライド 5: 団体個別の取組から、地域の連携へ
	スライド 6: まちづくり推進協議会（まち協）は
	スライド 7: 「まち協」は、
	スライド 8
	スライド 9: 永山まち協の良いところ①（地域のオタスケマン事業）
	スライド 10
	スライド 11


